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改定前 改定後 改定理由 

あいぎんアプリご利用規定 

2025年12月15日現在 

第１条 サービスの内容 

１．あいぎんアプリとは 

「あいぎんアプリ」サービス（以下、「本サービス」といいます）とは、契約者（以下、「お客さま」といいます）

のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末（以下、「スマートフォン等」といいます）にダウンロードさ

れた、当行が提供するスマートフォンアプリケーションである「本アプリ」を使用することによってご利用いただ

ける次項以降に定めるサービスおよびあいぎんAiダイレクト（以下、「IB」といいます）の各種サービス（ただし、

当行の判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下 「IBサービス」といいま

す）をいいます。 

２．口座照会 

本アプリに登録した預金口座の残高や、当行が定める一定期間の入出金明細を照会することができます。 

３．口座追加・削除 

本アプリで利用する口座の追加および削除ができます。IB規定第６条「取引の依頼」の内容を適用します。 

４．スマート通帳 

当行所定の手続きでご登録いただいた口座の入出金明細を保存、表示およびファイル出力することができます。ま

た、前日以前の入出金明細に、任意に入力する文字等をメモ登録することが出来ます。 

５．振込・振替 

本アプリに登録した普通預金口座等から振込や振替ができます。IB規定第７条「振込・振替取引」の内容を適用し

ます。 

６．税金・各種料金の払込み 

「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込みができます。IB規定第１５条「料金・各種料金の払込み『Pay-

easy（ペイジー）』」の内容を適用します。 

７．ワンタイムパスワード 

IBサービスで利用するワンタイムパスワードを表示することができます。IB規定第１７条「ワンタイムパスワー

ド」の内容を適用します。 

８．IB への自動ログオン 

本アプリからIBの各種取引画面へ遷移する際に、IBのログオン操作を省略します。 

９．プッシュ通知による情報配信 

お客さまのスマートフォン等の画面へ当行の商品・サービスに関するキャンペーンやセミナーなどの情報を配信す

ることがあります。配信を希望されない場合は、お客さまご自身でお知らせ受信の設定をオフにしてください。 

１０．住所およびお客さま情報等変更・届出 

住所およびお客さま情報等変更・届出とは、お客さまの依頼に基づき、代表口座取引店への届出住所を変更するこ

とや、お客さま情報等に関する届出ができるサービスをいいます。IB規定第１３条「住所およびお客さま情報等変

更・届出」の内容を適用します。 

１１．諸届受付 

諸届受付とは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する普通預金口座または貯蓄預金口座について、通帳、

キャッシュカードの紛失届や発見届の受付、および紛失物件のうち、通帳、キャッシュカードについて、再発行の

申込みを受付するサービスをいいます。再発行の申込みには、当行所定の手数料がかかります。IB規定第１４条「諸

あいぎんアプリご利用規定 

2026年7月21日現在 

第１条 サービスの内容 

１．あいぎんアプリとは 

「あいぎんアプリ」サービス（以下、「本サービス」といいます）とは、契約者（以下、「お客さま」といいます）

のインターネットへの接続および閲覧が可能な端末（以下、「スマートフォン等」といいます）にダウンロードさ

れた、当行が提供するスマートフォンアプリケーションである「本アプリ」を使用することによってご利用いただ

ける次項以降に定めるサービスおよびあいぎんAiダイレクト（以下、「IB」といいます）の各種サービス（ただし、

当行の判断によりそのサービスの利用を全部または一部制限する場合があります。以下「IBサービス」といいま

す）をいいます。 

２．口座照会 

本アプリに登録した預金口座の残高や、当行が定める一定期間の入出金明細を照会することができます。 

３．口座追加・削除 

本アプリで利用する口座の追加および削除ができます。IB規定第６条「取引の依頼」の内容を適用します。 

４．スマート通帳 

当行所定の手続きでご登録いただいた口座の入出金明細を保存、表示およびファイル出力することができます。ま

た、前日以前の入出金明細に、任意に入力する文字等をメモ登録することが出来ます。 

５．振込・振替 

本アプリに登録した普通預金口座等から振込や振替ができます。IB規定第７条「振込・振替取引」の内容を適用し

ます。 

６．税金・各種料金の払込み 

「Pay-easy（ペイジー）」にて税金・各種料金の払込みができます。IB規定第１５条「料金・各種料金の払込み『Pay-

easy（ペイジー）』」の内容を適用します。 

７．ワンタイムパスワード 

IBサービスで利用するワンタイムパスワードを表示することができます。IB規定第１７条「ワンタイムパスワー

ド」の内容を適用します。 

８．IB への自動ログオン 

本アプリからIBの各種取引画面へ遷移する際に、IBのログオン操作を省略します。 

９．プッシュ通知による情報配信 

お客さまのスマートフォン等の画面へ当行の商品・サービスに関するキャンペーンやセミナーなどの情報を配信

することがあります。配信を希望されない場合は、お客さまご自身でお知らせ受信の設定をオフにしてください。 

１０．住所およびお客さま情報等変更・届出 

住所およびお客さま情報等変更・届出とは、お客さまの依頼に基づき、取引店への届出住所を変更することや、お

客さま情報等に関する届出ができるサービスをいいます。IB規定第１３条「住所およびお客さま情報等変更・届

出」の内容を適用します。 

１１．諸届受付 

諸届受付とは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する普通預金口座または貯蓄預金口座について、通帳、

キャッシュカードの紛失届や発見届の受付、および紛失物件のうち、通帳、キャッシュカードについて、再発行の

申込みを受付するサービスをいいます。再発行の申込みには、当行所定の手数料がかかります。IB規定第１４条
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改定前 改定後 改定理由 

届受付」の内容を適用します。 

１２．あいぎんポイントサービスのポイント照会 

あいぎんポイントサービスにおけるお客さまのポイント数およびステージ情報を照会することができます。「あい

ぎんポイントサービスご利用規定」が適用されます。 

１３．口座開設 

当行に口座をお持ちでない場合、本アプリから総合口座の開設申込みができます。開設された口座を本アプリに登

録することで、各種サービスをご利用いただけます。 

１４．スマホＡＴＭサービス 

当行が提携する株式会社セブン銀行のATM（以下、「セブン銀行ATM」といいます）で本サービスを利用し、キャ

ッシュカードを使用せずにセブン銀行ATMから本アプリに登録された普通預金口座への現金の預入れまたは現金

の払戻しが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 規定への同意 

本規定およびIB規定にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用ならびに本アプリのダウンロードもでき

ません。 

 

第３条 ご利用条件 

お客さまは、本規定およびIB規定にご同意いただいたうえで、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービス

を利用することができるものとします。 

１．本サービスは、当行にキャッシュカードが発行されている普通預金口座をお持ちの個人のお客さまが対象です。

法人、任意団体および自営業者等のお客さまはご利用いただけません。 

２．本サービスを利用できるスマートフォン等は、当行所定の機種に限ります。また、本サービスのご利用は、日

本国内に限ります。本サービスのご利用に際して使用できる機種は、当行ホームページでご確認ください。 

３．あらかじめ本アプリをお客さまのスマートフォン等において利用できる状態にしてください。 

４．本サービスの利用日、利用時間は当行が定めるものとし、変更することがあります。なお、利用時間内であっ

てもシステムメンテナンスなどにより本サービスをご利用いただけない場合がありますので、当行ホームページ等

で確認してください。 

５．一部のサービスでは、お客さまのご年齢によるご利用制限を設けている場合がございます。詳しくは当行ホー

ムページ等で確認してください。 

 

第４条 利用登録および登録情報変更 

１．お客さまは、本サービスをご利用になる際に、あらかじめお客さまがご利用されるスマートフォン等にて、メ

「諸届受付」の内容を適用します。 

１２．あいぎんポイントサービスのポイント照会 

あいぎんポイントサービスにおけるお客さまのポイント数およびステージ情報を照会することができます。「あい

ぎんポイントサービスご利用規定」が適用されます。 

１３．口座開設 

本アプリから総合口座の開設申込みができます。開設された口座を本アプリに登録することで、各種サービスをご

利用いただけます。 

１４．スマホＡＴＭサービス 

当行が提携する株式会社セブン銀行のATM（以下、「セブン銀行ATM」といいます）で本サービスを利用し、キ

ャッシュカードを使用せずにセブン銀行ATMから本アプリに登録された普通預金口座への現金の預入れまたは現

金の払戻しが可能です。 

１５．家族口座照会サービス 

お客さま（被照会者）が、指定したご家族等（照会者）に、指定した条件でお客さまが当行に保有する預金口座の

残高・入出金明細の照会、および入出金の通知を許可するサービスです。家族口座照会サービスの利用については、

IB規定第２０条「家族口座照会サービス」の内容を適用します。 

１６．子ども口座 

当行に口座をお持ちの親権者さまは、本アプリからお子さまの普通預金口座の開設申込みができます。また、子ど

も口座専用の照会機能にお子さまの口座を登録し、残高・取引明細をご照会いただけます。 

 

第２条 規定への同意 

本規定およびIB規定にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用ならびに本アプリのダウンロードもで

きません。 

 

第３条 ご利用条件 

お客さまは、本規定およびIB規定にご同意いただいたうえで、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービス

を利用することができるものとします。 

１．本サービスは、当行にキャッシュカードが発行されている普通預金口座をお持ちの個人のお客さまが対象で

す。法人、任意団体および自営業者等のお客さまはご利用いただけません。 

２．本サービスを利用できるスマートフォン等は、当行所定の機種に限ります。また、本サービスのご利用は、日

本国内に限ります。本サービスのご利用に際して使用できる機種は、当行ホームページでご確認ください。 

３．あらかじめ本アプリをお客さまのスマートフォン等において利用できる状態にしてください。 

４．本サービスの利用日、利用時間は当行が定めるものとし、変更することがあります。なお、利用時間内であっ

てもシステムメンテナンスなどにより本サービスをご利用いただけない場合がありますので、当行ホームページ

等で確認してください。 

５．一部のサービスでは、お客さまのご年齢によるご利用制限を設けている場合がございます。詳しくは当行ホー

ムページ等で確認してください。 

 

第４条 利用登録および登録情報変更 

１．お客さまは、本サービスをご利用になる際に、あらかじめお客さまがご利用されるスマートフォン等にて、メ

2026 年６月 15 日から個人

IB で提供開始の家族口座

照会サービスは、7 月 21 日

からアプリでも提供開始。 

子ども口座について簡記。

詳細は第 11 条に記載。 

2 店舗目の口座開設も可能

となるため、口座がない条

件を削除 
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改定前 改定後 改定理由 

ールアドレス、普通預金口座の店番・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等、画面に指定する項目を入力のう

え、アプリ暗証番号等を本アプリに登録してください。また、届け出と異なるキャッシュカード暗証番号の入力が

当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は本サービスの利用登録手続き等を停止します。利用

登録手続き等を再開するには、当行所定の方法により届け出てください。 

２．お客さまがIBサービスをご利用されていない場合、前項の登録は、IBサービスの利用申込を兼ねるものとしま

す。ただし、IB規定第２条第１項「パスワード等の設定」および第２項「追加認証の設定」に定める事項について、

お客さまは別途登録を行うものとします。 

３．本サービスのご利用は、原則、スマートフォン等1端末につきお客さまお一人となります。また、ご利用いた

だける口座はお客さまご本人名義（代表口座と同一住所・同一名義）の口座に限り、当行所定の数までとなります。 

４．利用登録時に入力した情報に変更があった場合は、速やかに本アプリ画面から登録情報を変更するものとしま

す。 

５．当行がお客さまについてIBサービスの利用を認めなかった場合、お客さまは、本サービスの全部または一部に

ついてこれを利用することができません。 

６．お客さまのIBサービスの代表口座を本サービスの代表口座とし、代表口座を変更することはできません。 

 

第５条 本人確認 

１．本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を行います。生体認証機能（お客さまがご自身の端末に

登録されている生体情報を利用する方法をいいます）を利用するとアプリ暗証番号の入力を省略することができま

す。ただし、生体認証のご利用は、当行所定の機能を備えるスマートフォン等に限ります。生体認証で利用するお

客さまの生体情報は、当行では取得・保存しません。 

２．アプリ暗証番号は、本サービスの画面上で随時変更することができます。また、アプリ暗証番号を失念した場

合は、本サービスの画面上で新たなアプリ暗証番号を届け出てください。 

３．届け出と異なるアプリ暗証番号の入力が当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は本サー

ビスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、本サービスの画面上で新たなアプリ暗証番号を

届け出てください。 

４．アプリ暗証番号等（以下、「パスワード等」といいます）の漏洩、またはスマートフォン等の本サービス利用の

ための機器の紛失・盗難があった場合は、ただちに当行に届け出てください。 

５．本サービスご利用時における本人確認は、お客さまのスマートフォン等から当行に送信していただくパスワー

ド等を当行が照合するなど、当行所定の方法により行います。 

 

第６条 パスワード等の管理 

お客さまは、お客さまのスマートフォン等が第三者の手に渡り、パスワード等が知られた場合には、当該第三者に

より本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする

可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任においてスマートフォン等およびパスワード等を厳重に管

理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。 

 

第７条 スマートフォン等の管理 

１．お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するも

のとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。 

ールアドレス、普通預金口座の店番・口座番号、キャッシュカードの暗証番号等、画面に指定する項目を入力のう

え、アプリ暗証番号等を本アプリに登録してください。また、届け出と異なるキャッシュカード暗証番号の入力が

当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は本サービスの利用登録手続き等を停止します。利用

登録手続き等を再開するには、当行所定の方法により届け出てください。 

２．お客さまがIBサービスをご利用されていない場合、前項の登録は、IBサービスの利用申込を兼ねるものとしま

す。ただし、IB規定第２条第１項「パスワード等の設定」および第２項「追加認証の設定」に定める事項について、

お客さまは別途登録を行うものとします。 

３．本サービスのご利用は、原則、スマートフォン等1端末につきお客さまお一人となります。また、ご利用いた

だける口座はお客さまご本人名義の口座に限り、当行所定の数までとなります。 

４．利用登録時に入力した情報に変更があった場合は、速やかに本アプリ画面から登録情報を変更するものとしま

す。 

５．当行がお客さまについてIBサービスの利用を認めなかった場合、お客さまは、本サービスの全部または一部に

ついてこれを利用することができません。 

６．お客さまのIBサービスの代表口座を本サービスの代表口座とし、代表口座を変更することはできません。 

 

第５条 本人確認 

１．本アプリを起動時は、アプリ暗証番号により本人確認を行います。生体認証機能（お客さまがご自身の端末に

登録されている生体情報を利用する方法をいいます）を利用するとアプリ暗証番号の入力を省略することができ

ます。ただし、生体認証のご利用は、当行所定の機能を備えるスマートフォン等に限ります。生体認証で利用する

お客さまの生体情報は、当行では取得・保存しません。 

２．アプリ暗証番号は、本サービスの画面上で随時変更することができます。また、アプリ暗証番号を失念した場

合は、本サービスの画面上で新たなアプリ暗証番号を届け出てください。 

３．届け出と異なるアプリ暗証番号の入力が当行所定の回数以上連続して行われた場合、その時点で当行は本サー

ビスのご利用を停止します。本サービスのご利用を再開するには、本サービスの画面上で新たなアプリ暗証番号を

届け出てください。 

４．アプリ暗証番号等（以下、「パスワード等」といいます）の漏洩、またはスマートフォン等の本サービス利用

のための機器の紛失・盗難があった場合は、ただちに当行に届け出てください。 

５．本サービスご利用時における本人確認は、お客さまのスマートフォン等から当行に送信していただくパスワー

ド等を当行が照合するなど、当行所定の方法により行います。 

 

第６条 パスワード等の管理 

お客さまは、お客さまのスマートフォン等が第三者の手に渡り、パスワード等が知られた場合には、当該第三者に

より本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりす

る可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任においてスマートフォン等およびパスワード等を厳重

に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。 

 

第７条 スマートフォン等の管理 

１．お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等が第三者の手に渡らないように厳重に管理するも

のとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。 

複数顧客番号の登録を可能

とするため、補足情報を削除 
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２．お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等のセキュリティ対策を行ってください。不正なア

プリや不審なwebサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュ

リティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。 

 

第８条 スマート通帳 

１．お客さまは、当行所定の方法によって無通帳口座「スマート通帳口座」を申し込むことにより、本アプリのス

マート通帳機能を利用することができます。無通帳口座「スマート通帳口座」（以下「本口座」といいます」）では、

通帳は発行されず、原則として店頭窓口でのお取引はできません。ただし、当行が認めた場合は次の取引等が行え

るものとします。 

（１）預金の受入れ 

当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、本口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するも

のとします。ご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。なお、本口座では原則とし

て、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入は行いません。 

（２）預金の解約・払戻し等 

本口座の解約、普通預金の払出しまたは定期預金の解約をする場合は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、

払戻し金額等を記入のうえ、本口座のキャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお

客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

（３）その他関連規定等により通帳の提出が必要な取引 

前各項の場合のほか、関連規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該関連規定に定める通帳に代え

て、キャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所定

の書類の提示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

２．紙の通帳からスマート通帳への切替 

（１）お客さまは、当行所定の方法により、通帳をスマート通帳に切り替えいただくことができます。ただし、お

客さまが当行所定の条件に該当する場合は、切替いただくことができません。 

（２）通帳をスマート通帳に切り替える場合、紙の通帳は切替時点でご利用いただけなくなります。 

（３）切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳できません。当該明細は、スマート通帳でご

確認ください。 

３．スマート通帳から紙の通帳への切替 

スマート通帳を紙の通帳に切り替える場合は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ、本口座のキャッシュカー

ドの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示、もし

くは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

 

第９条 口座開設 

１．概要 

（１）開設口座（以下、「開設口座」といいます）は、通帳を発行せず、キャッシュカードのみを発行する総合口座

です。 

（２）開設口座を本アプリに口座登録することで、各種サービスをご利用いただけます。 

（３）窓口で開設口座の預金払戻しを行う場合は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ、開設口座のキャッシ

ュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提

２．お客さまは、本アプリをインストールしたスマートフォン等のセキュリティ対策を行ってください。不正なア

プリや不審なwebサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュ

リティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。 

 

第８条 スマート通帳 

１．お客さまは、当行所定の方法によって無通帳口座「スマート通帳口座」を申し込むことにより、本アプリのス

マート通帳機能を利用することができます。無通帳口座「スマート通帳口座」（以下「本口座」といいます）では、

通帳は発行されず、原則として店頭窓口でのお取引はできません。ただし、当行が認めた場合は次の取引等が行え

るものとします。 

（１）預金の受入れ 

当行所定の入金票に口座番号、氏名、入金金額を記入のうえ、本口座のキャッシュカードを店頭窓口に提示するも

のとします。ご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。なお、本口座では原則とし

て、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入は行いません。 

（２）預金の解約・払戻し等 

本口座の解約、普通預金の払出しまたは定期預金の解約をする場合は、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名、

払戻し金額等を記入のうえ、本口座のキャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致または

お客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

（３）その他関連規定等により通帳の提出が必要な取引 

前各項の場合のほか、関連規定等により通帳の提出が必要な取引を行う場合は、当該関連規定に定める通帳に代え

て、キャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所

定の書類の提示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

２．紙の通帳からスマート通帳への切替 

（１）お客さまは、当行所定の方法により、通帳をスマート通帳に切り替えいただくことができます。ただし、お

客さまが当行所定の条件に該当する場合は、切替いただくことができません。 

（２）通帳をスマート通帳に切り替える場合、紙の通帳は切替時点でご利用いただけなくなります。 

（３）切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳できません。当該明細は、スマート通帳でご

確認ください。 

３．スマート通帳から紙の通帳への切替 

スマート通帳を紙の通帳に切り替える場合は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ、本口座のキャッシュカー

ドの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示、も

しくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

 

第９条 口座開設 

１．概要 

（１）開設口座（以下、「開設口座」といいます）は、通帳を発行せず、キャッシュカードのみを発行する総合口

座です。 

（２）開設口座を本アプリに口座登録することで、各種サービスをご利用いただけます。 

（３）窓口で開設口座の預金払戻しを行う場合は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ、開設口座のキャッシ

ュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提
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示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

（４）上記以外の事項については、総合口座取引規定、普通預金規定、あいぎんキャッシュカード規定、定期預金

規定および無通帳口座「スマート通帳」口座に関する特約等の各種規定等にもとづいてお取扱いいたします。 

２．利用条件 

マイナンバーカードをお持ちで日本国内に居住する15歳以上75歳未満の個人のお客さまが、本アプリからお申込

みいただけます。ただし、次の各号に該当する方はお申込みいただけません。 

（１）既に当行に総合口座または普通預金口座をお持ちの方 

（２）マイナンバーカードの住所・氏名の変更手続きをされていない方 

（３）マイナンバーカードの有効期限が切れている方 

（４）マイナンバーカードの氏名にアルファベットが含まれる方 

（５）日本国外に居住の方 

（６）税務上の居住地が日本のみでない方 

（７）外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族 

（８）日本以外の国籍を有する方 

（９）その他当行所定の条件を満たさない方 

３．口座の利用開始 

（１）開設口座は、当行より送付する口座番号をお知らせする電子メールをお客さまが受領したときより利用でき

ます。キャッシュカードは、申込時に届出いただいた住所に送付します。 

（２）当行からお客さまへの連絡が相当期間とれない場合、口座開設後に入金が相当期間されない場合、申込時に

行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、その他当行が必要と認めた場合は、当行はお客

さまに通知することなく、お取引の全部または一部の停止もしくは口座を解約できるものとします。 

４．印章の届け出 

（１）開設口座の印章は、口座開設後に別途当行所定の方法により届け出ることができます。 

（２）当行は、印章の届け出を受け付ける際には、キャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号

一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示により本人確認するものとします。印章の届け出が完

了するまでは、原則、印章の押印を要する当行所定の取引はできません。届け出前に生じた損害については、当行

は責任を負いません。 

５．通知 

届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合、それらが住所変更等の事由により

お客さまに到達しなかったときは通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

 

第１０条 スマホATMサービス 

１．概要 

  セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面表示に従って本アプリおよびセブン

銀行ATMの操作を行うことにより、キャッシュカードを使用せずにセブン銀行ATMから本アプリに登録された普

通預金口座への現金の預入れまたは現金の払戻しが可能となります。 

２．利用条件 

（１）本アプリでのワンタイムパスワードサービスの利用登録が完了している場合にのみご利用いただけます。 

（２）本サービスで現金の預入れまたは払戻しができるATMは、セブン銀行ATMに限ります。 

示、もしくは届出印章の押印により本人確認するものとします。 

（４）上記以外の事項については、総合口座取引規定、普通預金規定、あいぎんキャッシュカード規定、定期預金

規定および無通帳口座「スマート通帳」口座に関する特約等の各種規定等にもとづいてお取扱いいたします。 

２．利用条件 

マイナンバーカードをお持ちで日本国内に居住する15歳以上75歳未満の個人のお客さまが、本アプリからお申込

みいただけます。ただし、次の各号に該当する方はお申込みいただけません。 

（１）マイナンバーカードの住所・氏名の変更手続きをされていない方 

（２）マイナンバーカードの有効期限が切れている方 

（３）マイナンバーカードの氏名にアルファベットが含まれる方 

（４）日本国外に居住の方 

（５）税務上の居住地が日本のみでない方 

（６）外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族 

（７）日本以外の国籍を有する方 

（８）その他当行所定の条件を満たさない方 

 

３．口座の利用開始 

（１）開設口座は、当行より送付する口座番号をお知らせする電子メールをお客さまが受領したときより利用でき

ます。キャッシュカードは、申込時に届出いただいた住所に送付します。 

（２）当行からお客さまへの連絡が相当期間とれない場合、口座開設後に入金が相当期間されない場合、申込時に

行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、その他当行が必要と認めた場合は、当行はお客

さまに通知することなく、お取引の全部または一部の停止もしくは口座を解約できるものとします。 

４．印章の届け出 

（１）開設口座の印章は、口座開設後に別途当行所定の方法により届け出ることができます。 

（２）当行は、印章の届け出を受け付ける際には、キャッシュカードの提示およびテンキーパッドによる暗証番号

一致またはお客さま本人を確認できる当行所定の書類の提示により本人確認するものとします。印章の届け出が

完了するまでは、原則、印章の押印を要する当行所定の取引はできません。届け出前に生じた損害については、当

行は責任を負いません。 

５．通知 

届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合、それらが住所変更等の事由により

お客さまに到達しなかったときは通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

 

第１０条 スマホATMサービス 

１．概要 

  セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面表示に従って本アプリおよびセブン

銀行ATMの操作を行うことにより、キャッシュカードを使用せずにセブン銀行ATMから本アプリに登録された普

通預金口座への現金の預入れまたは現金の払戻しが可能となります。 

２．利用条件 

（１）本アプリでのワンタイムパスワードサービスの利用登録が完了している場合にのみご利用いただけます。 

（２）本サービスで現金の預入れまたは払戻しができるATMは、セブン銀行ATMに限ります。 

2 店舗目のアプリ口座開設

（実店舗１・ネット支店１の

口座保有）を可能にするた

め、改正前（1）を削除。 
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３．現金の預入れ 

 セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順にしたがってセ

ブン銀行ATMに預入れに係る現金を投入するとともに、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作を行ってく

ださい。 

４．現金の払戻し 

（１）セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順にしたがっ

て、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作（当行届出のキャッシュカードの暗証番号と払戻し金額の入力

を含む。）を行ってください。 

（２）セブン銀行ATMで用意されている紙幣等が不足している場合には、本サービスによる現金の払戻しを中止

するか、セブン銀行ATMの画面に表示された範囲で改めて払戻し金額をセブン銀行ATMに入力するかのいずれか

を選択してください。後者を選択した場合にはセブン銀行ATMに入力した金額の払戻しが行われるものとします。 

（３）セブン銀行ATMでの１回の払戻限度額は、当行があらかじめ定めた額、お客さまが当行所定の方法により個

別に設定した１回あたりの払戻限度額またはセブン銀行所定の金額のうち、最も低い金額とします。また、セブン

銀行ATMでの１日あたりの払戻限度額は、当行があらかじめ定めた額またはお客さまが当行所定の方法により個

別に設定した１日あたりの払戻限度額のいずれか低い方の金額の範囲内とします。なお、払戻し金額の単位は、セ

ブン銀行ATMについて当行またはセブン銀行が定めた金額とします。 

（４）当行は、セブン銀行ATMの操作の際に入力されたキャッシュカードの暗証番号と、当行届出のキャッシュカ

ードの暗証番号とが一致することを、当行所定の方法により確認して現金の払戻しを行います。暗証番号の不一致

が当行所定の回数を超えた場合、本サービスおよびキャッシュカードでのATM取引を停止させていただきます。 

５．セブン銀行ATMの利用手数料 

（１）セブン銀行ATMを利用して現金を預入れる場合および現金を払戻す場合には、キャッシュカードを使用す

る場合と同様の判定基準により、当行所定の利用手数料をいただきます。 

（２）第１号の手数料は、いずれも現金の預入時および払戻時に当該預金口座から自動的に引落します。 

６．本サービスの利用中止 

  スマートフォンの紛失・盗難等の理由により、本サービスの利用中止を行いたい場合は、当行所定の方法によ

り申込み手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．現金の預入れ 

 セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順にしたがってセ

ブン銀行ATMに預入れに係る現金を投入するとともに、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作を行ってく

ださい。 

４．現金の払戻し 

（１）セブン銀行ATMで本サービスの利用を選択して、セブン銀行ATMの画面に表示された操作手順にしたがっ

て、本アプリおよびセブン銀行ATMで所定の操作（当行届出のキャッシュカードの暗証番号と払戻し金額の入力

を含む。）を行ってください。 

（２）セブン銀行ATMで用意されている紙幣等が不足している場合には、本サービスによる現金の払戻しを中止

するか、セブン銀行ATMの画面に表示された範囲で改めて払戻し金額をセブン銀行ATMに入力するかのいずれか

を選択してください。後者を選択した場合にはセブン銀行ATMに入力した金額の払戻しが行われるものとします。 

（３）セブン銀行ATMでの１回の払戻限度額は、当行があらかじめ定めた額、お客さまが当行所定の方法により

個別に設定した１回あたりの払戻限度額またはセブン銀行所定の金額のうち、最も低い金額とします。また、セブ

ン銀行ATMでの１日あたりの払戻限度額は、当行があらかじめ定めた額またはお客さまが当行所定の方法により

個別に設定した１日あたりの払戻限度額のいずれか低い方の金額の範囲内とします。なお、払戻し金額の単位は、

セブン銀行ATMについて当行またはセブン銀行が定めた金額とします。 

（４）当行は、セブン銀行ATMの操作の際に入力されたキャッシュカードの暗証番号と、当行届出のキャッシュ

カードの暗証番号とが一致することを、当行所定の方法により確認して現金の払戻しを行います。暗証番号の不一

致が当行所定の回数を超えた場合、本サービスおよびキャッシュカードでのATM取引を停止させていただきます。 

５．セブン銀行ATMの利用手数料 

（１）セブン銀行ATMを利用して現金を預入れる場合および現金を払戻す場合には、キャッシュカードを使用す

る場合と同様の判定基準により、当行所定の利用手数料をいただきます。 

（２）第１号の手数料は、いずれも現金の預入時および払戻時に当該預金口座から自動的に引落します。 

６．本サービスの利用中止 

  スマートフォンの紛失・盗難等の理由により、本サービスの利用中止を行いたい場合は、当行所定の方法によ

り申込み手続きを行ってください。 

 

第１１条 子ども口座 

１．概要 

子ども口座では、以下に記載する２つの機能を提供します。 

（１）子ども口座開設機能 

お子さまの親権者であるお客さま（以下「親権者さま」といいます）は、ご自身のマイナンバーカードとお子さ

まのマイナンバーカードで当行所定の認証手続きを行い、お子さまの口座開設を申込みいただけます。 

（２）子ども口座の残高・取引明細照会機能 

 親権者さまは、子ども口座開設機能または店頭窓口で開設した１４歳以下のお子さまの口座を、子ども口座専用

の照会機能に登録することで、お子さまの口座残高・取引明細を照会いただけます。照会可能期間を超えた取引内

容については、別途所定の方法でご確認いただけます。 

２．子ども口座開設機能 

（１）利用条件 

子ども口座には、口座開設機

能と残高明細照会機能があ

ること、および各機能の留意

点を記載 
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改定前 改定後 改定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用いただける親権者さまは、下記①のすべてに該当する方です。ただし、②のいずれかに該当する方はご利

用いただけません。 

①ご利用いただける方 

    ア．親権者さまご自身と、お子さま（口座名義人）のマイナンバーカードをお持ちの方 

    イ．口座名義人となるお子さまの年齢が１４歳以下の方 

    ウ．親権者さまとお子さまの住所が同じで、マイナンバーカードに記載されている住所も同じ方 

    エ．親権者さまとお子さまの姓が同じで、マイナンバーカードに記載されている姓も同じ方 

   ②ご利用いただけない方 

    ア．マイナンバーカードの住所・氏名の変更手続きをされていない方 

    イ．マイナンバーカードの有効期限が切れている方 

    ウ．マイナンバーカードの氏名にアルファベットが含まれる方 

    エ．日本国外に居住の方 

    オ．税務上の居住地が日本のみでない方 

    カ．外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族 

    キ．日本以外の国籍を有する方 

    ク．その他当行所定の条件を満たさない方 

（２）子ども口座の利用開始 

   ①子ども口座開設機能で開設する口座は、キャッシュカードのみを発行する普通預金口座です。通帳を発行

しないスマート通帳口座であり、本規定第８条の内容が適用されます。また、「無通帳口座『スマート通

帳口座』に関する特約」による各種制限がありますので、本特約をよくご確認のうえお申し込みください。 

   ②開設したお子さまの口座は、申込時の届出住所に郵送されるキャッシュカードの受領をもって、ご利用を

開始いただけます。なお、キャッシュカードが受領されず当行に返戻された場合は、該当口座を解約いた

します。 

   ③申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、その他当行が必要と認めた場

合は、当行は親権者さまおよびお子さまに通知することなく、お取引の全部または一部の停止もしくは口

座を解約できるものとします。 

３．子ども口座の残高・取引明細照会機能 

（１）登録可能な口座 

   １４歳以下のお子さまの口座を登録できます。子ども口座開設機能で開設した口座のほか、店頭窓口で開設

した口座も登録できます。 

（２）残高・取引明細照会の内容 

   残高・取引明細の照会可能期間は、当行所定の範囲内となります。照会可能期間より前の取引明細を確認し

たい場合は、別途当行所定の方法でご確認いただけます。 

（３）残高・取引明細照会の更新停止 

   残高・取引明細照会については、以下いずれかの条件に合致した場合、情報の更新を停止します。 

   ①お子さまの年齢が１５歳になった場合 

   ②１４歳以下のお子さまが、店頭窓口で当行所定の手続きを経て本アプリの契約者となり、親権者さまが開

設されたお子さまご自身の口座を本アプリに登録し、親権者さまへの明細更新停止を選択した場合 
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改定前 改定後 改定理由 

第１１条 サービス内容の追加・変更・中止 

１．本サービスに今後追加されるサービスについて、お客さまは新たな申込みなしでご利用できるものとします。

ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 

２．本サービスで実施しているサービスを中止する場合、当行はお客さまに事前に通知します。この中止によって

生じた損害については責任を負いません。 

 

第１２条 サービスの終了 

当行は、本サービスを終了することがあります。この場合、当行は本サービスの終了日を当行ホームページや本サ

ービスに掲載する等により告知します。なお、本サービスの終了によって生じた損害について当行は一切の責任を

負いません。 

 

第１３条 本サービスのご利用に際してのご注意 

１．本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります（バ

ージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みま

す）。 

２．お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出して

はなりません。 

３．本サービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォン等を変更される場合には、旧スマートフ

ォン等から本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォン等を処分される際も、当該スマートフォン等

から本アプリを必ず削除してください。 

４．第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感

染させる目的の悪意ある、本サービスと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらのアプリを使

用されると、お客さまのパスワード等やスマートフォン等の端末内の情報が漏洩する可能性があります。 

５．当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良（以下、「バージョンアップ」といいます）した場合

には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードや再度利用登録が必要となる場合があります。また、お客さま

のスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれない場

合があります。 

６．スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、お客さまが加入している通信事業者（キャリア）へ連絡し、

回線停止のお手続きを行ってください。 

 

第１４条 免責事項等 

１．本人確認 

本規定第５条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客さまとみな

し、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 

２．本アプリの作動に係る不具合等 

本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩

等）、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、そ

の他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。 

３．通信手段の障害等 

第１２条 サービス内容の追加・変更・中止 

１．本サービスに今後追加されるサービスについて、お客さまは新たな申込みなしでご利用できるものとします。

ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 

２．本サービスで実施しているサービスを中止する場合、当行はお客さまに事前に通知します。この中止によって

生じた損害については責任を負いません。 

 

第１３条 サービスの終了 

当行は、本サービスを終了することがあります。この場合、当行は本サービスの終了日を当行ホームページや本サ

ービスに掲載する等により告知します。なお、本サービスの終了によって生じた損害について当行は一切の責任を

負いません。 

 

第１４条 本サービスのご利用に際してのご注意 

１．本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります（バ

ージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みま

す）。 

２．お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく本アプリを日本国から輸出して

はなりません。 

３．本サービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォン等を変更される場合には、旧スマートフ

ォン等から本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォン等を処分される際も、当該スマートフォン等

から本アプリを必ず削除してください。 

４．第三者の作成した類似アプリにご注意ください。パスワード等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感

染させる目的の悪意ある、本サービスと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらのアプリを使

用されると、お客さまのパスワード等やスマートフォン等の端末内の情報が漏洩する可能性があります。 

５．当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良（以下、「バージョンアップ」といいます）した場

合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードや再度利用登録が必要となる場合があります。また、お客さ

まのスマートフォン等の設定その他のご利用環境によっては、バージョンアップ後の本アプリがご利用になれな

い場合があります。 

６．スマートフォン等を盗難・紛失された場合には、お客さまが加入している通信事業者（キャリア）へ連絡し、

回線停止のお手続きを行ってください。 

 

第１５条 免責事項等 

１．本人確認 

本規定第５条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者をお客さまとみな

し、パスワード等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 

２．本アプリの作動に係る不具合等 

本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合（表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩

等）、スマートフォン等に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、そ

の他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。 

３．通信手段の障害等 



あいち銀行「あいぎんアプリご利用規定」新・旧対比表 

（アンダーラインは変更箇所） 

 

9 

改定前 改定後 改定理由 

次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行

は責任を負いません。 

（１）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線お

よびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 

（２）災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 

（３）公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合 

（４）当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合 

４．通信経路等 

お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および

本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 

５．通信環境 

本サービスに使用する機器（以下、「取引機器」といいます）および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお

客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証する

ものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、

それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 

６．印章の取扱い 

お客さまが届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認

めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書面につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために

生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

第１５条 解約等 

１．都合解約 

本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客さまか

らの解約の場合は、当行所定の方法により手続きください。 

２．解約の通知 

当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住

所変更等の事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

３．IBサービスの終了による制限 

解約その他の事由によりIBサービスのすべてが終了した場合、本サービスの全部または一部の利用が制限されるこ

とがあります。 

４．代表口座の解約による制限 

代表口座が解約された場合、本サービスの全部または一部の利用が制限されることがあります。 

５．強制解約 

（１）お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本

サービスを解約することができます。 

① 相続の開始があったとき 

② 支払停止、破産等の申し立てがあったとき 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

④ お客さまが住所変更等の届出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が

次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行

は責任を負いません。 

（１）当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線お

よびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 

（２）災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 

（３）公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合 

（４）当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合 

４．通信経路等 

お客さまは本サービスのご利用に際し、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および

本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 

５．通信環境 

本サービスに使用する機器（以下、「取引機器」といいます）および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお

客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証する

ものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、

それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 

６．印章の取扱い 

お客さまが届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認

めて取り扱った場合は、印章またはそれらの書面につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために

生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

第１６条 解約等 

１．都合解約 

本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客さまか

らの解約の場合は、当行所定の方法により手続きください。 

２．解約の通知 

当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住

所変更等の事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

３．IBサービスの終了による制限 

解約その他の事由によりIBサービスのすべてが終了した場合、本サービスの全部または一部の利用が制限される

ことがあります。 

４．代表口座の解約による制限 

代表口座が解約された場合、本サービスの全部または一部の利用が制限されることがあります。 

５．強制解約 

（１）お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本

サービスを解約することができます。 

① 相続の開始があったとき 

② 支払停止、破産等の申し立てがあったとき 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

④ お客さまが住所変更等の届出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在
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改定前 改定後 改定理由 

不明となったとき 

⑤ お客さまが本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき 

⑥ 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき 

（２）本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当し、お

客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、またはお客さまに通

知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行

は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 

① お客さまが代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

判明した場合 

② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これら

を「暴力団員等」といいます）に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

こと 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

 

第１６条 規定の準用 

本規定に定めのない事項については、関係する個人IB規定、当行の各種預金規定、インターネット投資信託規定、

カード規定、ローン規定、振込規定、口座振替規定など各規定の定めにより取扱います。本規定と他の規定の定め

が異なる場合は本規定が優先します。 

 

第１７条 規定の変更 

１．本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行

ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

第１８条 本アプリの権利帰属・利用範囲等 

１．本アプリの著作権その他の知的財産権は、当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。 

２．お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。

が不明となったとき 

⑤ お客さまが本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき 

⑥ 1 年以上にわたり本サービスのご利用がないとき 

（２）本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当し、お

客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、またはお客さまに通

知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行

は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 

① お客さまが代表口座あるいはサービスご利用口座申込時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと

が判明した場合 

② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これら

を「暴力団員等」といいます）に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

こと 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

 

第１７条 規定の準用 

本規定に定めのない事項については、関係するIB規定、当行の各種預金規定、インターネット投資信託規定、カー

ド規定、ローン規定、振込規定、口座振替規定など各規定の定めにより取扱います。本規定と他の規定の定めが異

なる場合は本規定が優先します。 

 

第１８条 規定の変更 

１．本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行

ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

第１９条 本アプリの権利帰属・利用範囲等 

１．本アプリの著作権その他の知的財産権は、当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。 

２．お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。

本規定内での正しい表記

に修正 
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改定前 改定後 改定理由 

本サービスに基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。 

３．当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リ

バースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。 

 

第１９条 海外からのご利用 

海外からの本サービスのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・スマートフォン等の仕様・その他の

事由により、本サービスの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。また、

海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

第２０条 契約期間 

本契約の当初契約期間は申込日から起算して１年間とし、お客さま、または当行から特に申し出のない限り契約期

間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 

 

第２１条 準拠法・合意管轄 

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地

を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

以上 

本サービスに基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。 

３．当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リ

バースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。 

 

第２０条 海外からのご利用 

海外からの本サービスのご利用については、その国の法律・制度・通信事情・スマートフォン等の仕様・その他の

事由により、本サービスの全部または一部のサービスをご利用できない場合がありますのでご遠慮ください。ま

た、海外からの本サービスのご利用によって生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

第２１条 契約期間 

本契約の当初契約期間は申込日から起算して１年間とし、お客さま、または当行から特に申し出のない限り契約期

間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 

 

第２２条 準拠法・合意管轄 

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地

を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。  

 

 以上 

 


